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火災事故 消防署発行の罹災証明書（コピー可） 

盗難事故 警察署への届出時の受理番号 

落雷事故 気象台発行の落雷証明書（※１） 

水災事故 罹災証明書（コピー可）または、 

新聞記事のコピー、インターネットのニュース等、事実を確認できるもの。 

※１ 落雷証明書が入手できなければ、新聞記事のコピー、インターネットのニュース等、事実を 

   確認できるものがあれば可。 

 

 

※事故発生報告書の用紙は弊社にご請求下さい。 

※「保険会社による損害額の認定」以前に被災物件を改変・廃棄された場合に、保険会社から支払われる保険

金が減額、あるいは保険金が支払われないことがあります。（保険会社が当該事故による損害の程度を査定で

きなくなることによるものです。） 

事故発生後、緊急に物件の修理・修繕等を行われる際には、事前に弊社へご連絡いただき、弊社および保険

会社了承の上、着手されますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社オリコビジネスリース 資産管理部 

東京都台東区台東２丁目２７番５号 日土地御徒町ビル８階 

TEL：03-5846-3951 FAX：03-5846-3955 


